
報道機関 各位                

市内中小企業等の福利厚生を支援し、雇用の維持を図ります 

新型コロナウィルス感染症の影響下においても、勤労者の健康増進や生活の質の向

上を図るため、市内中小企業等の福利厚生事業を支援します。 

 本事業は、令和２年度６月補正予算の成立をもって実施するものです。

記

１ 目的 

 各企業の勤労者の福利厚生にかける費用を助成し、企業の負担を軽減することによ

り、その企業に雇用されている勤労者の雇用の維持を図ります。 

２ 支援内容 

勤労者福祉サービスセンターに加入している企業の令和２年度の会費を助成 

３ 支援対象 

 約８６０社（約７,１００人） 
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